
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

一

二

号

再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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出
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内

康
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再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
八
で
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
に
つ
い
て
、
「
両
議
院
の
同
意
を
得

て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定
は
す
で
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。

�

鳩
山
内
閣
発
足
後
、
い
ま
だ
に
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

�

こ
う
し
た
規
定
の
下
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
自
ら
の
裁
量
に
よ
り
、
委
員
長
及
び
委
員
を
任
命
し
な
い
こ
と
は
認
め
ら

れ
る
か
。
法
律
に
反
し
、
任
務
懈
怠
で
な
い
か
。

二

十
一
月
六
日
、
日
本
損
害
保
険
協
会
副
会
長
に
、
牧
野
治
郎
元
国
税
庁
長
官
が
就
任
し
た
。
こ
の
再
就
職
に
際
し
、
仮

に
、
府
省
庁
の
あ
っ
せ
ん
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
（
あ
っ
せ
ん
禁
止
規
定
）
に
違
反
す
る
。

�

鳩
山
内
閣
は
、
こ
の
再
就
職
に
つ
い
て
、
職
員
の
あ
っ
せ
ん
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
ど
の
よ
う
に
調
査
し
た
か
。

�

国
家
公
務
員
法
の
規
定
で
は
、
本
来
、
こ
う
し
た
調
査
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
調

査
を
行
う
べ
き
委
員
長
及
び
委
員
を
任
命
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
現
行
法
規
制
（
あ
っ
せ
ん
禁
止
規
定
）
の
実
効
性

を
損
な
っ
た
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。


